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講師 :精神保健福祉土 絲冒 署詠 氏
(一般社団法人くろがね 代表理事)

【 講師プロフィール 】

精神保健福祉土、社会福祉i。

福祉大学を卒業後、精神科ソーシャルワーカー、

法律事務所の社会福祉土を経て、令和2年に一般社

団法人による法人後見事務所 (一般社団法人くろが

ね)を設立。

令和4年から独立し、成年後見人等を中,Mに、地

1亥に根差した支援を目指し渚動している。

後見業務に日寂取り組んでいます。

成年後見制度について、一緒に学んで

住みやすい瀬戸内市にしていきましょう !

r参加費無料

i定員 40名
1.要申込

後
日時 令和5年 3月 17日 (金)13口寺半～15時

場所 瀬戸内市総合福祉センター2階 大会議室

(瀬戸内市邑久町山田庄 862-1)

1第 1部 「もっと身近に !成年後見制度」
瀬戸内市では高齢化が進み、成年後見制度につしヽての本目談も増えています。そこで、

精神保健福祉士・社会福祉土として現場で酒躍する林田先生ズ〕`ら、具体例を交えて、

分ア〕`りやすくお話して頂きます。

第 2苦卜「市民後見人の活動報告」
市民後見人をご存知ですか?市民後見人は、成年後見制度の担い手の一人として、

判断能力が十全でない方が住み慣れた瀬戸内市で安,い した生活が出来るよう活動し

ています。瀬戸内市では毎年市民後見人を養成しており、実際に活動している市民後

見人から活動報告を予定します。

電話、もしくは FAX、 E一 ma‖ で3月 15日 (水)までに下記までお申し込みください。

※FAX、 E―mailでのお申込みの場合は「氏名」「ご連絡先」のご記入をお願いします。

【お申し込み 。お間い合わせ先】
社会福祉法人 瀬戸内市社会福祉協議会 権利擁護センター ほつとυせとうち

TELi 0869-24-771l FAX i 0869-22-1850E一 man i ken百 @setouchisyakyooor.jp

※新型コロナウイルス感染拡大状況により中止になる場合があります。その際はホームページでお矢□らせします。

要約筆記あり

申込方法


